
１．はじめに－調査の概要－

　ヨーロッパでは近年、「欧州評議会が推進する」「『民

主主義と人権の文化の促進』を基本的ねらいとする」

「民主的シティズンシップ教育（EDC）」が展開され

ている１）。EDC普及の課題として、第一に、教育者養

成研修の制度化、とりわけ加盟国における「教員養成

や現職研修の改善、適切な研修資料の充実」２）、第二

に、「学校だけでなく、地域社会でも、日常的に展開」

する意図の下、EDCをユースサービスの主流に位置づ

けること３）、が指摘できる。そこで、本調査は、欧州

評議会の加盟国であるイギリスとスイスを対象に、各

国におけるシティズンシップ・人権教育の状況を、教

育者養成ならびにユースサービスの観点から把握する

ことを目的とする。

　本調査は、日本学術研究会科学研究費補助金による

「社会教育・啓発分野における人権教育のプログラム

に関する研究」の一環として、2008年10月27日から同

年11月５日の期間に行った。訪問先は、リーズ大学シ

ティズンシップ人権教育研究所、ロンドン大学教育学

部、チューリッヒ教育大学、全国青少年協会（The 

National Youth Agency）、民間ユースサービス全国協

議 会（the National Council for Voluntary Youth 

Services）である。以下、訪問先別に、調査内容を報

告する。

２．高等教育機関

２．１．リーズ大学シティズンシップ人権教育研究所

　リーズ大学シティズンシップ人権教育研究所の所長

オスラー教授（Audrey Osler, Prof.）を対象に、聞き

取り調査を行った。訪問日時は2008年10月28日火曜
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日、午後１時から午後２時である。

　リーズ大学シティズンシップ人権教育研究所４）は、

シティズンシップ、民主主義、人権、これら３つの関

係性を調査するために、2004年に新たに設立された研

究機関であり、高等教育機関である大学の学校教育学

部の中に位置づけられた人権教育研究所としては、国

内で唯一という特徴を持つ。研究所の目的は、自由、

平等、正義、平和の原理に基づく、民主的な教育アプ

ローチの開発である。

　民主主義ならびに多様性（diversity）をいかに教え

るかという点は、今日の教育政策において、イギリス

国内にとどまらず、ヨーロッパにおいても国際的にも

中心的な課題になっている。この課題を克服するため、

現在、リーズ大学シティズンシップ人権教育研究所は、

英国文化振興会（British Council）、国連教育科学文化

機関（UNESCO）、ヨーロッパ委員会（the European 

Commission）、ヨ ー ロ ッ パ 評 議 会（the Council of 

Europe）、西ヨーロッパならびに中央ヨーロッパ学術

協会（the British Association for Eastern and Central 

Europe）と協同して、シティズンシップ教育に関する

研究を進めている。

　現在進行中の研究プロジェクトは主に２つある。「イ

ンテラクト（異文化間にみられる積極的なシティズン

シップ）（INTERACT: Intercultural Active Citizenship）」

と「ティーセック(生徒が積極的なヨーロッパ市民にな

ることをエンパワーメントする教師）（TEESAEC: 

Teacher Empowerment to Educate Students  to 

Become Active European Citizens）」である。前者は、

３ヵ年にわたるプロジェクトであり、まずは、シティ

ズンシップ教育プログラムを開発し、次に、そのプロ

グラムをイギリス、デンマーク、スペイン、ポルトガ

ルの各国で実施し、どのような異文化間交流が広がる

かを調査する研究である。後者は、生徒がどの程度に

ヨーロッパの政策に関心を示し、また、積極的に政策

に関与しているかを調べる研究である。この研究に携

わる国は、ドイツ、オーストリア、スイス、エストニ

ア、オランダ、そしてイギリスである。

　オスラー曰く、民主主義は多様性によって成立する。

なぜなら、異なった考え方をする人々が、多様な意見

を出し合うことによって、解決策を見出すことができ

きるからである。それゆえに、国際化がもたらした多

文化社会は、民主主義を若者に学ばせる良い機会を提

供すると期待されている。

２．２．ロンドン大学教育学部

　ロンドン大学教育学部のスターキー研究員（Hugh 

Starkey, PhD）を対象に、聴き取り調査を行った。訪

問日時は、2008年10月30日木曜日、午後４時半から午

後５時半である。

　スターキーは、通信教育シティズンシップ歴史教育

学修士課程コース長、民主的シティズンシップ教育国

際センター共同ディレクター、通信教育センター特別

研究員を担っている。

　ロンドン大学教育学部５）の特徴は、シティズンシッ

プ教育と歴史教育を対等に価値あるものとして位置づ

けている点、加えて、通信教育に力を入れている点で

ある。シティズンシップの教育に関しては、スターキー

が中心となってカリキュラムを開発し、マニュアルを

作成した。通信制の講座でも、その開発されたばかり

のカリキュラムが適用されている。

　2005年以降、通信教育の受講生は、ヨーロッパのみ

ならず、アメリカ、アフリカ、アジア、オーストラ

レーシア６）（Australasia）に至る。受講生は、提供さ

れたマニュアルをとおして、シティズンシップ・人権

教育を学ぶと同時に、マニュアルに対する意見も求め

られる。例えば、マニュアルによって与えられた「シ

ティズンシップ」という概念が、自国の文化や社会で

はどう受け入れられるか、あるいは、どの点において

受け入れられないかなどを答える。受講生は世界各国

に存在するため、彼らの生活する文化的社会的背景が、

彼らの考えるシティズンシップに反映されることにな

る。スターキーらは、受講生の見解を分析し、再びシ

ティズンシップについて研究を深め、シティズンシッ

プ教育のカリキュラムやマニュアルについて、更なる

改善を加えようとしている。

　ロンドン大学教育学部で作成されたシティズンシッ

プ・人権教育カリキュラムは、実践と分析が同時進行

でなされている開発途上のカリキュラムといえる。

２．３．チューリッヒ教育大学

　チューリッヒ教育大学のゴロップ教授（Rolf Gollob, 

Prof.）な ら び に ワ イ デ ィ ン ガ ー博 士（Wiltrud 

Weidinger, Dr.）を対象に、聞き取り調査を行った。訪

問日時は、2008年11月３日月曜日、午後５時から午後

６時である。

　チューリッヒ教育大学７）では、民主的シティズンシッ

プ教育の研究開発ならびに促進を目的とする研究組織

が存在する。この組織を「教育分野における国際プロ

ジェクト（The IPE: International Projects in Education）」

という。2006年に立ち上げられたが、以前より活動は

進められていた。スイスを代表する民主的シティズン

シップ教育研究機関である。

　教育における国際プロジェクトを運営する専任の研

究員は４人である。しかし、実際は、ひとつの企画が

始まると、彼らに加え、スイス国内の教育の専門家

（例えば、現場の教員や大学の教育学教授など）の中

から、必要に応じてスタッフが選任され、プロジェク

トチームが組まれる。

　スイスでも、シティズンシップ・人権教育の研究は

国 際 プ ロ ジ ェ ク ト（The International Projects in 
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Education）として位置づけられている。現実に、ブー

タンやタンザニアなど、スイス国内はもとより国外の

政府や非政府組織と共にシティズンシップ教育を展開

し、民主的な社会づくりに積極的に関与している。

　特に、ボスニア＝ヘルツェゴビナ、セルビア、モン

テネグロ、マケドニア、コソボ、アルバニア、ルーマ

ニアといったヨーロッパ南東の国々と共同し、民主的

シティズンシップのための教育に関する教員養成に実

績を持つ。具体的には、教材開発、指導マニュアルの

研究、教員研修の実施などである。

　これらの経験を基に作成されたのが、民主的なシティ

ズンシップ教育のためのカリキュラムおよび指導マニュ

アル『政治と民主主義』である。ゴロップが強調して

いた点は、どの年齢の子どもに対しても、その子の発

達に応じて、民主的シティズンシップを学習させるこ

とができるという点である。たとえ、幼児であっても

である。例えば、園庭での幼児同士のいざこざに、民

主的シティズンシップを教える要素が詰まっていると

いう。考え方の違う人間同士が居心地よく過ごすため

のルールを共に考え、生み出していくことが、民主主

義の原理である。

　児童生徒にとって身近な学校生活の出来事を社会の

問題につなげることが大切であると主張するゴロップ

は、イギリスのシティズンシップ教育について、「イ

ギリスの場合は、学校のカリキュラムに加えられた一

方で、学校では理念のみを教え、実践の場は学校外で

の取り組みになっているため、残念である」と語った。

３．若者を対象とする社会教育機関

３．１．今日における政策方針

　イギリスでは、2005年に『若者の向上を目指して

（Aiming High for young people）』、2007年に『若者

の問題（Youth Matter）』と続けて、若者関連の政府

による政策文書が出された。これらの政策文書を受け

て、ユースサービス８）は、次の３つのテーマを若者施

策の指針として位置づけた。それは、「エンパワーメ

ント（empowerment）」、「クオリティ（quality）」、「ア

クセス（access）」である。

　「エンパワーメント」は、若者自身が気づきを得て

自ら行動し、また行動を通して高まっていくことの支

援を意味する。「クオリティ」は質の向上を意味する。

　「アクセス」は、若者に関する情報提供の仕方や、

若者に関係する各種施設や機関のあり方を意味する。

情報であれ施設であれ、若者が容易に「アクセス」で

きることが求められている。つまり、情報ならば、若

者にとって分かりやすく、簡単に入手することができ、

施設ならば、若者が気軽に足を運んだり、気兼ねなく

連絡を取ることができるように改善することが目指さ

れている。

３．２．ＮＹＡ

　全国青少年協会９）（以下、NYA）の青少年活動（ボ

ランティア）チーム（Youth Action(Volunteer）Team）

所属の国家プログラムマネージャー（National 

Programmes Manager）であるフィリップス氏（Dave 

Phillips）を対象に聞き取り調査を行った。訪問日時は、

2008年10月29日水曜日、午後１時半から午後４時であ

る。

　NYAは、現在、先に述べた３つの主要テーマに即し

て、10の事業を展開している。紙面の都合上、詳細は

省くが、それらを整理すると次の３種に分類できる。①

若者の人生ないし進路相談業務、②若者の社会参画に

対する支援（政策決定への参画やボランティア活動へ

の参加など）、③ユースサービス従事者に対する支援

（研修機会の提供、専門性の確保、社会的地位の保証

など）である。

　民主的シティズンシップに関わって特に興味深い実

践が、「若者機会基金（Youth Opportunity Fund）な

らびに「若者資本基金（Youth Capital Fund）」と呼ば

れる事業である。②に位置づく。事業内容は、若者に

一定の予算を与えて、若者自身にそのお金の使い道を

考えさせ、実行まで責任を持たせる。

　特に、「若者資本基金」の場合は、若者が住んでい

る町にある建物を改善するために使用することが条件

づけられているため、「若者機会基金」に比べて一層、

若者が自分たちの町に関心を高めるきっかけを与える

ことだろう。自分たちの町を自分たちの手で住み良い

町へと変えていくことは、すなわち住民自治である。イ

ギリスの若者は、このような実体験を通して、民主主

義の手法を学んでいる。

　また、①にかかわって、「ワンストップショップ（One 

Stop Shop）」と名付けられた情報提供センターが、開

設され始めている。フィリップスによると、「ワンストッ

プショップ」は、コネクションズ（connexions）を始

動した結果、明らかになった問題点を改善するべく着

手された。コネクションズとは、若者離れにより、破

綻をきたしていた就労支援サービス（career service）

に代わり、2001年に新たに創設された就労支援施策で

ある。

　コネクションズサービスを立ち上げてもなお解決で

きなかった課題は、相談に訪れた若者に対して、彼ら

が次の一歩を踏み出すところまでを支援できなった点

にある。フィリップス曰く、「コネクションズでは若

者に安心感や親近感を与えながらの個別相談業務に成

功したものの、その問題ならどこどこに行けばいい、

誰それに会えばいい、といったように、間接的な情報

に留まり、コネクションズで情報を得た若者の多くが、

実際には、提案された場所に行くことなく、問題が解

決しないままになってしまった。」

　以上の問題点を受けて、「ワンストップショップ」
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が立ち上げられた。ここでは、「若者支援サービスの

統合（integrated youth support services）」という視

点に立ち、若者の就労にかかわる支援業務を一つに集

約させるのではなく、それぞれの専門性を保持した上

で、協同で事業を進めるという方針が打ち立てられた。

３．２．ＮＣＶＹＳ

　民間ユースサービス全国協議会（以下、NCVYS）

のメンバーシップ開発部長ウィルモット氏（Jenny 

Willmott）を対象に聴き取り調査を行った。訪問日時

は、2008年10月31日金曜日、正午半から午後３時であ

る。

　NCVYSは、イギリス全土の民間によるユースサー

ビス組織を代表する唯一の独立機関（the national 

independent body）である。1960年代に設立された

NYAの前身よりも歴史が長く、NCVYSは1930年代に

設立された。現在は、15人の職員が仕事に従事してい

る。

　NCVYSに登録している民間ユースサービス団体は

170団体にもおよぶ。団体の登録は、ネットワークの構

築を意味する。NCVYSの目的は、民間ユースサービス

の支援ならびに質の向上にある。政府が新たな政策動

向を打ち出した際には、登録団体へ情報提供を行う。

あるいは、ユースサービス従事者に対し、専門性を高

めるための研修を準備する。

　NCVYSは、NYAのような社会教育機関と協働する

ことで、イギリス国内の若者支援施策の向上に努めて

いる。NCVYSと協働関係を結んでいる全国規模の組織

は、NYA、英 国 若 者 振 興 会（the British Youth 

Council）、民間児童福祉全国協議会（the National 

Council for Voluntary Child Care Organisations）、民

間団体全国協議会（the National Council for Voluntary 

Organisations）である。

３．３．Ｃｏｎｎｅｘｔｉｏｎｓ

　今回の調査計画に入っていなかったが、コネクショ

ンズセンターに立ち寄る機会を得た。聞き取り調査は

行っていない。コネクションズセンターとは、コネク

ションズによって開設された情報提供センターである。

若者が立ち寄りやすいように、繁華街の一角に開設さ

れた。以下に掲載の写真10）を参照されたい。

　コネクションズは、ユースサービス同様、コネクショ

ンズサービス自体が独立したひとつの施策、事業体と

して確立していたが、現在では、地方自治体に統合さ

れ、地方自治体によるサービスの一部として提供さる

こととなった。現在では、地方自治体の裁量により、

地域や現場の実態に応じて、サービスを提供している。

　

写真１　　　　　　　　　　写真２

写真３　　　　　　　　　　写真４

４．まとめ

　高等教育機関の教員養成にみられる動向としては、

いずれの研究機関も、シティズンシップ・人権教育に

関する研究を単独で行うのではなく、他の研究機関、

とりわけ、他国と協同で研究を進めている点が挙げら

れる。

　また、イギリスでもスイスでも、シティズンシッ

プ・人権教育のマニュアルを独自に開発しており、今

日では、それらのマニュアルを実際に用いて教育実践

を行う段階にきている点も共通していた。今後は、そ

の実践自体が研究対象となり、マニュアルの改良に向

けて、更なる研究分析が行われる。

　ユースサービスに関していうと、公共施策としての

若者支援を行政主導で行ってきた歴史を持つ日本と異

なり、イギリスでは、行政主導でも行政不在でもなく、

行政と民間が協同関係を結んで、施策の対象者である

若者の最善の利益のために仕事に従事している点が特

徴的である。

　近年の動向として言えることは、若者施策の3つの方

針が新たに打ち立てられ、支援体制の再調整が始まっ

た。ユースサービスにおける各事業が、若者にとって

より身近な支援となることを目指している。

　若者に予算を与え、事業の企画立案から実行までを

体験させる実践も行われている。若者が自分たちの住

む社会の中で、実践をとおして民主的な市民としての

力量を獲得できるように支援している。
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